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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連 結 子 会 社 の 数 …… ３社

連 結 子 会 社 の 名 称 …… フジテック株式会社

菊水貿易（上海）有限公司

KIKUSUI AMERICA,INC.

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、菊水貿易（上海）有限公司の決算日は、12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

そ の 他 有 価 証 券 …… 市場価格のない株式等以外のもの

時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は主として原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品 ・ 製 品 ・ 原 材 料……主として総平均法

仕 掛 品……個別法

貯 蔵 品……主として 終仕入原価法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

…… 主として定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ８～38年

機械装置及び運搬具 ４～11年

工具、器具及び備品 ２～15年

また、2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能

限度額まで償却が終了した連結会計年度の翌連結会計年度から５年間にわ

たり備忘価額まで均等償却する方法によっております。

② 無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

…… 定額法によっております。

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における見込利用

可能期間（５年）による定額法によっております。

③ リ ー ス 資 産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっておりま

す。

（３）重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しておりま

す。

ａ 一般債権

貸倒実績率法によっております。

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権等

財務内容評価法によっております。
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② 賞 与 引 当 金 …… 当社及び連結子会社において、従業員、嘱託社員及びパートタイマーに対

して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上してお

ります。

③ 役 員 賞 与 引 当 金 …… 当社及び国内連結子会社において、役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

④ 製 品 保 証 引 当 金 …… 当社において、製品の無償保証期間中の修理費用の支出に備えるため、過

去の実績を基礎として当連結会計年度の発生見込額を計上しております。

また、個別の無償保証に係る修理費用の支出に備えるため、その見積額を

計上しております。

（４）退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により

費用処理しております。

（５）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて

おります。

（６）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を主要な事業としております。また、製品の修理・校正サービ

ス等を行っており、全て顧客との契約に基づき履行義務を識別しております。

製品等の販売については、多くの場合、当該製品等の引渡時点において顧客に当該製品等に対する支配が移

転したと判断し、収益を認識しております。

一部の特注品に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又

はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法によって

おります。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場

合には、当該契約の初期段階に収益を認識しない方法によっております。

修理・校正サービスについては、修理・校正サービスの作業が完了し、引渡時点において顧客への履行義務

が充足されると判断し、収益を認識しております。

製品の販売時に、品質保証型の製品保証に加えて、有償にて期間の定めのある保守サービスを提供する場合

には、顧客との契約に基づく保守契約期間にわたり均等に収益を認識しております。

顧客との契約における対価に販売金額に基づくリベートや売上割引等の変動対価が含まれている場合には、

取引の対価の変動部分の額を過去の実績等に基づき合理的に見積り、著しい減額が発生しない可能性が高い部

分に限り売上高から控除しております。

５．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日)が当連結会計年

度の期首より適用されたことに伴い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

（１）変動対価

販売金額に基づくリベートや売上割引等について、従来、支払の可能性が高いと判断された時点で販売

費及び一般管理費または営業外費用として処理する方法によっておりましたが、取引の対価の変動部分の

額を過去の実績等に基づき合理的に見積り、著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り売上高から

控除する方法に変更しております。
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（２） 一定の期間にわたり充足される履行義務

一部の特注品に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進

行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する

方法に変更しております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積

ることができない場合には、当該契約の初期段階に収益を認識しない方法によっております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示しておりました「受取手形及び売掛

金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」として表示することといたしました。なお、収益認

識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替

えを行っておりません。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、「売掛金」

が83,428千円、「未払金」が78,960千円、流動負債「その他」が635千円それぞれ減少しております。

当連結会計年度の連結損益計算書は、「売上高」は134,154千円、「販売費及び一般管理費」は118,751千円、

「営業利益」は15,403千円それぞれ減少しております。また、「経常利益」及び「税金等調整前当期純利益」

への影響額は僅少であります。

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益

剰余金の期首残高は2,722千円減少しております。

また、当連結会計年度の１株当たり情報に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企

業会計基準第10号 2019年７月４日)第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結計算書類に

与える影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を

行うこととしました。

６．表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

７．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産の回収可能性）

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額）7,144千円

なお、繰延税金負債と相殺前の金額は428,785千円です。

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

繰延税金資産は、翌連結会計年度の予算及び将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可

能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。

なお、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る評価性引当金64,460千円を繰延税金資産から差

し引いております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の金額の算出において重要となる将来の業績予想は、現在の状況及び入手可能な情報等に

よる合理的な仮定に基づき見積ることとしております。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、現時点の新型コロナウイルス感染症の感

染状況やワクチン接種の進捗状況等外部の情報源に基づく分析等を踏まえて、翌連結会計年度以降の一定

期間にわたり当該影響が継続するものの、会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないとの仮定の

もと当該見積りを行っております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

課税所得を見積るに当たって、前提とした条件や仮定に変更が生じ、その見積額が減少した場合には、

繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、先行きの不確実性が高く、今後の状況の変化

によっては、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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なお、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識

する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（退職給付関係）

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

退職給付に係る負債 137,770千円

なお、数理計算上の差異の未償却残高20,687千円を退職給付に係る調整累計額として純資産の部に計上して

おります。

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。

退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。

退職給付費用及び負債は、数理計算上で設定される割引率、年金資産の長期期待運用収益率、死亡率等

の前提条件に基づき算出しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

割引率は、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法としており、退職給付債務のデュレーションと等しい期間に対応するスポットレートを割引率

とするデュレーションアプローチによって算出しております。

長期期待運用収益率は、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの

現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

退職給付費用及び負債の算定における前提条件が実際と異なる場合、または前提条件が変更となった場

合、その影響は累積され、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼす可能性が

あります。

８．会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

９．誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,393,814千円

３．流動負債その他のうち、契約負債の残高 16,095千円

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借 入 実 行 残 高 －千円

差 引 額 1,000,000千円

（連結損益計算書に関する注記）

１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 10,076,306千円

３．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 38,222千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,900,000株
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３．剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 166,190 20 2021年３月31日 2021年６月30日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2022年６月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しており

ます。

① 配当金の総額 250,168千円

② １株当たり配当額 30円

③ 基準日 2022年３月31日

④ 効力発生日 2022年６月30日

なお、配当原資については、利益剰余金であります。

４．当連結会計年度末の株式引受権に係る株式の種類及び総数

該当事項はありません。

５．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類

及び数

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用について、余資は安全性、流動性及び収益性等の各要素を総合的に考慮した上

で、金融商品市場の状況等を踏まえて運用し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デ

リバティブ取引は利用しておりません。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しては、当社グループは、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとの期日及び

残高を管理するとともに、財政状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、純投資目的の株式、債券及び投資信託が主な内訳であ

り、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されておりま

す。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６か月以内の支払期日であります。

また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するな

どの方法により管理しております。

なお、その他の金融商品については、金額の重要性が乏しいため記載を省略しております。

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表

計 上 額
時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 1,793,147 1,793,147 －

資産計 1,793,147 1,793,147 －
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（注１）現金及び預金

現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注

記を省略しております。

（注２）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しており

ます。

（注３）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しており

ます。

（注４）支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しており

ます。

（注５）市場価格のない株式等は、「投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 97,589

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産及び負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,495,590 ― ― 1,495,590

国債・地方債等 ― ― ― ―

社債 ― 199,660 ― 199,660

その他 97,897 ― ― 97,897

資産計 1,593,487 199,660 ― 1,793,147

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

(注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券のうち、株式及びその他は上場株式及び投資信託等であります。上場株式及び投資信託等は

活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

投資有価証券のうち、社債は活発な市場はないものの証券会社等を介した取引であり、市場価格を入手可

能なため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）

該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１ 株 当 た り 純 資 産 1,309円19銭

２．１株当たり当期純利益 85円13銭

（追加情報）

・会社分割による持株会社体制への移行に向けた準備会社設立及び吸収分割契約締結

当社は、2022年３月30日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行すること、及びその移行準備として分割準

備会社を２社設立することを決議し、それぞれ2022年４月１日に設立いたしました。また、2022年５月13日開催の取

締役会において、当社を分割会社とする会社分割により、当社製品の販売、開発事業及びこれらの事業に関連する輸

出入事業を当社の100％子会社である菊水電子準備株式会社に、当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業

を当社の100％子会社である菊水エムズ株式会社に、それぞれ承継させるべく、当社及び上記各100％子会社２社との

間で2022年10月１日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決議いたしました(以下、これらの会社分割

を総称して「本分割」といいます。)。

持株会社体制への移行に伴い、当社は、本分割の効力が生じることを条件として、当社の商号を「菊水ホールディ

ングス株式会社」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定でありま

す。なお、持株会社体制への移行につきましては、2022年６月29日開催の当社第71回定時株主総会において、関連議

案が承認可決されました。

会社分割による持株会社体制への移行

１．持株会社体制へ移行する目的

当社は2021年度に創立70年を迎えました。この間「計測と電源のエキスパート」企業として、電子計測器・電源

機器の製造販売事業等を展開し、高品質の製品を提供することで、お客様から必要とされる企業を目指し、事業拡

大に取り組んで参りました。

当社グループが更なる企業価値の向上と持続的な成長を実現するためには、より一層の経営基盤の強化と経営の

効率化や市場環境の変化に柔軟に対応できるよう、グループガバナンスの強化及び経営資源配分の 適化並びに次

世代に向けた経営人材の育成、機動的な組織体制を構築することが必要であると考えております。

当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、持株会社体制への移行に向けた検討を開始することを決議し

て以降、これまでの間、事業や組織の在り方や運営体制、ガバナンス体制の検討を行って参りました。その検討の

結果、当社は持株会社体制へ移行することにより、機動的な組織構造を実現しつつ、次世代に向けた経営人材を育

成することが、次世代の当社グループの設計として 善と考えるに至ったものであります。

２．持株会社体制への移行の要旨

(1) 本分割の日程

準備会社設立(２社)取締役会決議 2022年３月31日

準備会社設立(２社) 2022年４月１日

吸収分割契約承認取締役会決議 2022年５月13日

吸収分割契約締結 2022年５月13日

吸収分割契約承認株主総会 2022年６月29日

吸収分割の効力発生日及び分割登記 2022年10月１日 (予定)

(2) 本分割の方式

当社を吸収分割会社として、菊水電子準備株式会社及び菊水エムズ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分

割であります。また、当社は菊水ホールディングス株式会社と社名変更し、持株会社として引き続き上場を維持

する予定であります。

(3) 本分割に係る割当の内容

承継会社２社は本分割に際し、承継会社２社がそれぞれ承継する承継対象権利義務の対価として、当社に対し

て株式その他の金銭等の割当ては行いません。
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(4) 本分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本分割により増減する資本金等

本分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本分割により、承継会社２社は、効力発生日において、当社の営む当社製品の販売及び開発事業並びに当社製

品の製造事業に関する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務(本吸収分割契約に別段の定めがあるものを

除きます。)をそれぞれ承継いたします。なお、本分割により承継会社２社が当社から承継する債務については、

いずれも免責的債務引受の方法により承継するものといたします。

(7) 債務履行の見込み

当社及び承継会社２社いずれも、本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、本分

割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがいまして、

本分割において、当社及び承継会社２社の債務の履行の見込みにつきましては、問題がないと判断しております。

３．本分割の当事会社の概要

(1) 分割会社の概要

分割会社(当社)

(2022年３月31日現在)

(1) 商号
菊水電子工業株式会社

(2022年10月１日付で「菊水ホールディングス株式会社」に商号変更予定。）

(2) 所在地 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番３号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 一夫

(4) 事業内容 各種電子計測器、産業用電源装置、ソフトウェアの設計、製造、販売及び輸出入

(5) 資本金 2,201百万円

(6) 設立年月日 1951年８月８日

(7) 発行済株式数 9,900,000株

(8) 決算期 ３月31日

(9) 大株主及び持株比率

株式会社ケーティーエム 10.9％

菊水取引先持株会 10.1％

菊水電子工業従業員持株会 4.5％

株式会社みずほ銀行 4.3％

小林 寛子 4.2％

日本生命保険相互会社 3.6％

アジア電子工業株式会社 3.5％

ケル株式会社 2.6％

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2.6％

橋本 幸雄 2.3％
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(3) 承継会社の概要

承継会社１

(2022年４月１日現在)

承継会社２

(2022年４月１日現在)

(1) 商号

菊水電子準備株式会社

(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式

会社」に商号変更予定。)

菊水エムズ株式会社

(2) 所在地
神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番

３号

山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2805番

地

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 松村 尚彦 代表取締役 流石 昭仁

(4) 事業内容
当社製品の販売、開発事業及びこれらに

関連する輸出入事業

当社製品の生産及び当該事業に関連する

輸出入事業

(5) 資本金 100百万円 100百万円

(6) 設立年月日 2022年４月１日 2022年４月１日

(7) 発行済株式数 2,000株 2,000株

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日

(9) 大株主及び持株比率 当社 100.0％ 当社 100.0％

(10)当社との関係

資本関係
当社の100％出資の子会社であ

ります。
資本関係

当社の100％出資の子会社であ

ります。

人的関係
当社より取締役３名及び監査

役１名を派遣しております。
人的関係

当社より取締役１名及び監査

役１名を派遣しております。

取引関係

営業を開始していないため、

現時点における当社との取引

関係はございません。

取引関係

営業を開始していないため、

現時点における当社との取引

関係はございません。

４．直前事業年度(2022年３月期)の財政状態及び経営成績

分割会社(当社連結) 承継会社１ 承継会社２

名称 菊水電子工業株式会社 菊水電子準備株式会社 菊水エムズ株式会社

純資産 10,917百万円 100百万円 100百万円

総資産 13,451百万円 100百万円 100百万円

１株当たり純資産 1,309円19銭 50,000円 50,000円

売上高 10,076百万円 － －

営業利益 1,033百万円 － －

経常利益 1,087百万円 － －

当期純利益 709百万円 － －

１株当たり当期純利益 85円13銭 － －

(注) 承継会社１及び承継会社２は、2022年４月１日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、設立日にお

ける純資産、総資産、１株当たり純資産のみを記載しております。

５．分割する事業部門の内容

(1) 分割する部門の事業内容

承継会社 分割する部門の事業内容

菊水電子準備株式会社 当社製品の販売、開発事業及びこれらに関連する輸出入事業

菊水エムズ株式会社 当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業
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(2) 分割する部門の経営成績(2022年３月期)

① 当社製品の販売、開発事業及びこれらに関連する輸出入事業

分割対象事業(a) 当社連結実績(b) 比率(a/b)

売上高 9,621百万円 10,076百万円 95.5％

② 当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業

本分割は、電気計測器等の生産及び当該事業に関連する輸出入事業を対象としているため、記載対象となる

売上高はありません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2022年３月期)

① 当社製品の販売、開発事業及びこれらに関連する輸出入事業

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 3,113百万円 流動負債 204百万円

固定資産 2,127百万円 固定負債 412百万円

合計 5,241百万円 合計 616百万円

(注) 上記金額は、2022年３月31日時点の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金

額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

② 当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 1,880百万円 流動負債 85百万円

固定資産 696百万円 固定負債 －百万円

合計 2,577百万円 合計 85百万円

(注) 上記金額は、2022年３月31日時点の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金

額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

６．本分割後の状況

分割会社(当社) 承継会社１ 承継会社２

(1) 商号 菊水ホールディングス株式会

社

(2022年10月１日付で「菊水

電子工業株式会社」より商号

変更予定。)

菊水電子工業株式会社

(2022年10月１日付で「菊水

電子準備株式会社」より商号

変更予定。)

菊水エムズ株式会社

(2) 所在地 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎

中央６番１号サウスウッド４

階

(2022年10月１日付で「神奈

川県横浜市都筑区東山田一丁

目１番３号」より本店所在地

を変更予定。)

神奈川県横浜市都筑区東山田

一丁目１番３号

山梨県南都留郡富士河口湖町

勝山2805番地

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 一夫 代表取締役 松村 尚彦 代表取締役 流石 昭仁

(4) 事業内容 グループの経営管理等

当社製品の販売、開発事業及

びこれらに関連する輸出入事

業

当社製品の生産及び当該事業

に関連する輸出入事業

(5) 資本金 2,201百万円 100百万円 100百万円

(6) 決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日
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７．今後の見通し

承継会社２社は、いずれも当社の完全子会社であるため、本分割が当社の連結財政状態及び経営成績に与える影

響は軽微であります。また、本分割後の当社の収入は、子会社からの配当収入、管理業務受託による収入等が中心

となり、費用は持株会社としてのグループ会社の経営管理を行う機能に係るものが中心となる予定であります。

８．実施予定の会計処理の概要

本件吸収分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支

配下の取引として会計処理する予定であります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

該当事項はありません。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子 会 社 株 式 …… 移動平均法による原価法
② そ の 他 有 価 証 券 …… 市場価格のない株式等以外のもの

時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

① 商品・製品・原材料 …… 総平均法
② 仕 掛 品 …… 個別法
③ 貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
…… 定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法に
よっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ８～38年
機械及び装置 ７～11年
車両運搬具 ４年
工具、器具及び備品 ２～15年

また、2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度
額まで償却が終了した事業年度の翌事業年度から５年間にわたり備忘価額まで
均等償却する方法によっております。

（２）無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

…… 定額法によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における見込利用可能
期間（５年）による定額法によっております。

（３）リ ー ス 資 産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

３．引当金の計上基準
（１）貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

① 一般債権
貸倒実績率法によっております。

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法によっております。

（２）賞 与 引 当 金 …… 従業員、嘱託社員及びパートタイマーに対して支給する賞与の支出に充てるた
め、支給見込額基準により計上しております。

（３）役 員 賞 与 引 当 金 …… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度
負担額を計上しております。

（４）製 品 保 証 引 当 金 …… 製品の無償保証期間中の修理費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とし
て当事業年度の発生見込額を計上しております。また、個別の無償保証に係る
修理費用の支出に備えるため、その見積額を計上しております。
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（５）退 職 給 付 引 当 金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社は、電気計測器等の製造、販売を主要な事業としております。また、製品の修理・校正サービス等を行っ

ており、全て顧客との契約に基づき履行義務を識別しております。

製品等の販売については、多くの場合、当該製品等の引渡時点において顧客に当該製品等に対する支配が移転

したと判断し、収益を認識しております。

一部の特注品に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又は

サービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法によっており

ます。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合に

は、当該契約の初期段階に収益を認識しない方法によっております。

修理・校正サービスについては、修理・校正サービスの作業が完了し、引渡時点において顧客への履行義務が

充足されると判断し、収益を認識しております。

製品の販売時に、品質保証型の製品保証に加えて、有償にて期間の定めのある保守サービスを提供する場合に

は、顧客との契約に基づく保守契約期間にわたり均等に収益を認識しております。

顧客との契約における対価に販売金額に基づくリベートや売上割引等の変動対価が含まれている場合には、取

引の対価の変動部分の額を過去の実績等に基づき合理的に見積り、著しい減額が発生しない可能性が高い部分に

限り売上高から控除しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（１）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法

と異なっております。個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の

額を控除した額を退職給付引当金に計上しております。

６．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日)が当事業年度

の期首より適用されたことに伴い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

(1) 変動対価

販売金額に基づくリベートや売上割引等について、従来、支払の可能性が高いと判断された時点で販売費

及び一般管理費または営業外費用として処理する方法によっておりましたが、取引の対価の変動部分の額を

過去の実績等に基づき合理的に見積り、著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り売上高から控除す

る方法に変更しております。

(2) 一定の期間にわたり充足される履行義務

一部の特注品に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進

行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する

方法に変更しております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積

ることができない場合には、当該契約の初期段階に収益を認識しない方法によっております。
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収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、「売掛金」が82,792

千円、「未払金」が78,960千円それぞれ減少しております。

当事業年度の損益計算書は、「売上高」は117,742千円、「販売費及び一般管理費」は102,926千円、「営業

利益」は14,815千円それぞれ減少しております。また、「経常利益」及び「税引前当期純利益」への影響額は

僅少であります。

また、当事業年度の１株当たり情報に与える影響は軽微であります。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会

計基準第10号 2019年７月４日)第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の計算書類に与える影響は

ありません。

７．表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

８．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産の回収可能性）

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額）－千円

なお、繰延税金負債と相殺前の金額は338,164千円です。

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

繰延税金資産は、翌事業年度の予算及び将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可能性

を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。

なお、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る評価性引当金88,621千円を繰延税金資産から差

し引いております。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の金額の算出において重要となる将来の業績予想は、現在の状況及び入手可能な情報等に

よる合理的な仮定に基づき見積ることとしております。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、現時点の新型コロナウイルス感染症の感

染状況やワクチン接種の進捗状況等外部の情報源に基づく分析等を踏まえて、翌事業年度以降の一定期間

にわたり当該影響が継続するものの、会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないとの仮定のもと

当該見積りを行っております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

課税所得を見積るに当たって、前提とした条件や仮定に変更が生じ、その見積額が減少した場合には、

繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、先行きの不確実性が高く、今後の状況の変化

によっては、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の計算書類において認識する金額

に重要な影響を与える可能性があります。



― 15 ―

（退職給付関係）

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

退職給付引当金 158,966千円

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。

退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており

ます。

退職給付引当金繰入額及び引当金は、数理計算上で設定される割引率、年金資産の長期期待運用収益率、

死亡率等の前提条件に基づき算出しております。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

割引率は、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法としており、退職給付債務のデュレーションと等しい期間に対応するスポットレートを割引率

とするデュレーションアプローチによって算出しております。

長期期待運用収益率は、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの

現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

退職給付引当金繰入額及び引当金の算定における前提条件が実際と異なる場合、または前提条件が変更

となった場合、その影響は累積され、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼ

す可能性があります。

９．会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

10．誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,193,002千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（１）短期金銭債権 427,312千円

（２）短期金銭債務 25,124千円

４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借 入 実 行 残 高 －千円

差 引 額 1,000,000千円

（損益計算書に関する注記）
１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 38,224千円
３．関係会社との取引高

営業取引による取引高
売 上 高 2,321,708千円
仕 入 高 167,903千円
そ の 他 営 業 費 用 127,935千円

営業取引以外の取引高 145,570千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,561,055株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

研究開発費 119,524千円

賞与引当金 72,353千円

退職給付引当金 48,643千円

関係会社株式評価損 24,480千円

株式報酬費用 21,891千円

長期未払金 21,532千円

原材料評価損 21,021千円

未払事業税 20,298千円

役員賞与引当金 17,748千円

会員権評価損 12,767千円

未払社会保険料 11,589千円

製品等評価損 9,438千円

投資有価証券評価損 7,755千円

一括償却資産損金算入限度超過額 5,041千円

その他 12,699千円

繰延税金資産小計 426,786千円

評価性引当額 △88,621千円

繰延税金資産合計 338,164千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 339.412千円

買換資産圧縮積立金 138,993千円

繰延税金負債合計 478,406千円

繰延税金負債の純額 140,241千円

（関連当事者との取引に関する注記）

子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社
菊水貿易（上海）

有限公司
直接100％ 製品の販売

電気計測器等の

販売（注１）
1,816,143 売掛金 306,349

配当金の受取

（注２）
145,459 － －

（注１）取引条件及び取引条件の決定方法
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しておりま

す。
（注２）配当金の受取については、経営環境や業績動向を勘案して、収益、財務状況及び資金の運用状況に応じ、

合理的に決定しております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１ 株 当 た り 純 資 産 1,259円14銭
２．１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 95円82銭
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（重要な後発事象に関する注記）

・会社分割による持株会社体制への移行に向けた準備会社設立及び吸収分割契約締結

当社は、2022年３月30日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行すること、及びその移行準備として分割準

備会社を２社設立することを決議し、それぞれ2022年４月１日に設立いたしました。また、2022年５月13日開催の取

締役会において、当社を分割会社とする会社分割により、当社製品の販売、開発事業及びこれらの事業に関連する輸

出入事業を当社の100％子会社である菊水電子準備株式会社に、当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業

を当社の100％子会社である菊水エムズ株式会社に、それぞれ承継させるべく、当社及び上記各100％子会社２社との

間で2022年10月１日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決議いたしました(以下、これらの会社分割

を総称して「本分割」といいます。)。

持株会社体制への移行に伴い、当社は、本分割の効力が生じることを条件として、当社の商号を「菊水ホールディ

ングス株式会社」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定でありま

す。なお、持株会社体制への移行につきましては、2022年６月29日開催の当社第71回定時株主総会において、関連議

案が承認可決されました。

会社分割による持株会社体制への移行

１．持株会社体制へ移行する目的

当社は2021年度に創立70年を迎えました。この間「計測と電源のエキスパート」企業として、電子計測器・電源

機器の製造販売事業等を展開し、高品質の製品を提供することで、お客様から必要とされる企業を目指し、事業拡

大に取り組んで参りました。

当社グループが更なる企業価値の向上と持続的な成長を実現するためには、より一層の経営基盤の強化と経営の

効率化や市場環境の変化に柔軟に対応できるよう、グループガバナンスの強化及び経営資源配分の最適化並びに次

世代に向けた経営人材の育成、機動的な組織体制を構築することが必要であると考えております。

当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、持株会社体制への移行に向けた検討を開始することを決議し

て以降、これまでの間、事業や組織の在り方や運営体制、ガバナンス体制の検討を行って参りました。その検討の

結果、当社は持株会社体制へ移行することにより、機動的な組織構造を実現しつつ、次世代に向けた経営人材を育

成することが、次世代の当社グループの設計として最善と考えるに至ったものであります。

２．持株会社体制への移行の要旨

(1) 本分割の日程

準備会社設立(２社)取締役会決議 2022年３月31日

準備会社設立(２社) 2022年４月１日

吸収分割契約承認取締役会決議 2022年５月13日

吸収分割契約締結 2022年５月13日

吸収分割契約承認株主総会 2022年６月29日

吸収分割の効力発生日及び分割登記 2022年10月１日 (予定)

(2) 本分割の方式

当社を吸収分割会社として、菊水電子準備株式会社及び菊水エムズ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分

割であります。また、当社は菊水ホールディングス株式会社と社名変更し、持株会社として引き続き上場を維持

する予定であります。

(3) 本分割に係る割当の内容

承継会社２社は本分割に際し、承継会社２社がそれぞれ承継する承継対象権利義務の対価として、当社に対し

て株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 本分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本分割により増減する資本金等

本分割による当社の資本金の増減はありません。
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(6) 承継会社が承継する権利義務

本分割により、承継会社２社は、効力発生日において、当社の営む当社製品の販売及び開発事業並びに当社製

品の製造事業に関する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務(本吸収分割契約に別段の定めがあるものを

除きます。)をそれぞれ承継いたします。なお、本分割により承継会社２社が当社から承継する債務については、

いずれも免責的債務引受の方法により承継するものといたします。

(7) 債務履行の見込み

当社及び承継会社２社いずれも、本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、本分

割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがいまして、

本分割において、当社及び承継会社２社の債務の履行の見込みにつきましては、問題がないと判断しております。

３．本分割の当事会社の概要

(1) 分割会社の概要

分割会社(当社)

(2022年３月31日現在)

(1) 商号
菊水電子工業株式会社

(2022年10月１日付で「菊水ホールディングス株式会社」に商号変更予定。）

(2) 所在地 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番３号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 一夫

(4) 事業内容 各種電子計測器、産業用電源装置、ソフトウェアの設計、製造、販売及び輸出入

(5) 資本金 2,201百万円

(6) 設立年月日 1951年８月８日

(7) 発行済株式数 9,900,000株

(8) 決算期 ３月31日

(9) 大株主及び持株比率

株式会社ケーティーエム 10.9％

菊水取引先持株会 10.1％

菊水電子工業従業員持株会 4.5％

株式会社みずほ銀行 4.3％

小林 寛子 4.2％

日本生命保険相互会社 3.6％

アジア電子工業株式会社 3.5％

ケル株式会社 2.6％

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2.6％

橋本 幸雄 2.3％
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(2) 承継会社の概要

承継会社１

(2022年４月１日現在)

承継会社２

(2022年４月１日現在)

(1) 商号

菊水電子準備株式会社

(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式

会社」に商号変更予定。)

菊水エムズ株式会社

(2) 所在地
神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番

３号

山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2805番

地

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 松村 尚彦 代表取締役 流石 昭仁

(4) 事業内容
当社製品の販売、開発事業及びこれらに

関連する輸出入事業

当社製品の生産及び当該事業に関連する

輸出入事業

(5) 資本金 100百万円 100百万円

(6) 設立年月日 2022年４月１日 2022年４月１日

(7) 発行済株式数 2,000株 2,000株

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日

(9) 大株主及び持株比率 当社 100.0％ 当社 100.0％

(10)当社との関係

資本関係
当社の100％出資の子会社であ

ります。
資本関係

当社の100％出資の子会社であ

ります。

人的関係
当社より取締役３名及び監査

役１名を派遣しております。
人的関係

当社より取締役１名及び監査

役１名を派遣しております。

取引関係

営業を開始していないため、

現時点における当社との取引

関係はございません。

取引関係

営業を開始していないため、

現時点における当社との取引

関係はございません。

４．直前事業年度(2022年３月期)の財政状態及び経営成績

分割会社(当社連結) 承継会社１ 承継会社２

名称 菊水電子工業株式会社 菊水電子準備株式会社 菊水エムズ株式会社

純資産 10,917百万円 100百万円 100百万円

総資産 13,451百万円 100百万円 100百万円

１株当たり純資産 1,309円19銭 50,000円 50,000円

売上高 10,076百万円 － －

営業利益 1,033百万円 － －

経常利益 1,087百万円 － －

当期純利益 709百万円 － －

１株当たり当期純利益 85円13銭 － －

(注) 承継会社１及び承継会社２は、2022年４月１日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、設立日にお

ける純資産、総資産、１株当たり純資産のみを記載しております。

５．分割する事業部門の内容

(1) 分割する部門の事業内容

承継会社 分割する部門の事業内容

菊水電子準備株式会社 当社製品の販売、開発事業及びこれらに関連する輸出入事業

菊水エムズ株式会社 当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業
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(2) 分割する部門の経営成績(2022年３月期)

① 当社製品の販売、開発事業及びこれらに関連する輸出入事業

分割対象事業(a) 当社連結実績(b) 比率(a/b)

売上高 9,621百万円 10,076百万円 95.5％

② 当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業

本分割は、電気計測器等の生産及び当該事業に関連する輸出入事業を対象としているため、記載対象となる

売上高はありません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2022年３月期)

① 当社製品の販売、開発事業及びこれらに関連する輸出入事業

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 3,113百万円 流動負債 204百万円

固定資産 2,127百万円 固定負債 412百万円

合計 5,241百万円 合計 616百万円

(注) 上記金額は、2022年３月31日時点の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額

は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

② 当社製品の生産及び当該事業に関連する輸出入事業

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 1,880百万円 流動負債 85百万円

固定資産 696百万円 固定負債 －百万円

合計 2,577百万円 合計 85百万円

(注) 上記金額は、2022年３月31日時点の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額

は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

６．本分割後の状況

分割会社(当社) 承継会社１ 承継会社２

(1) 商号 菊水ホールディングス株式会

社

(2022年10月１日付で「菊水

電子工業株式会社」より商号

変更予定。)

菊水電子工業株式会社

(2022年10月１日付で「菊水

電子準備株式会社」より商号

変更予定。)

菊水エムズ株式会社

(2) 所在地 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎

中央６番１号サウスウッド４

階

(2022年10月１日付で「神奈

川県横浜市都筑区東山田一丁

目１番３号」より本店所在地

を変更予定。)

神奈川県横浜市都筑区東山田

一丁目１番３号

山梨県南都留郡富士河口湖町

勝山2805番地

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 一夫 代表取締役 松村 尚彦 代表取締役 流石 昭仁

(4) 事業内容 グループの経営管理等

当社製品の販売、開発事業及

びこれらに関連する輸出入事

業

当社製品の生産及び当該事業

に関連する輸出入事業

(5) 資本金 2,201百万円 100百万円 100百万円

(6) 決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日
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７．今後の見通し

本分割後の当社の収入は、子会社からの配当収入、管理業務受託による収入等が中心となり、費用は持株会社と

してのグループ会社の経営管理を行う機能に係るものが中心となる予定であります。

８．実施予定の会計処理の概要

本件吸収分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共

通支配下の取引として会計処理する予定であります。

（その他の注記）

該当事項はありません。


